
旭川医科大学工事請負契約細則の一部を改正する細則を次のように定める。 

 

（令和5年5月8日学長裁定） 

 

 

旭川医科大学工事請負契約際細則の一部を改正する細則 

 

 旭川医科大学工事請負契約細則（令和2年9月15日学長裁定）の一部について，下表右欄（「現行」欄）を同表左欄（「改正後」欄）のように

改正する。 

※下線部分は，改正箇所を示す。 

改正後 現行 

 

（略） 

 

附 則  

この細則は，令和5年5月8日から施行し，改正後の旭川医科大学工

事請負契約細則は，令和5年4月1日から適用する。 

 

別記第1号 

 

（略） 

 

 

 

 

 

別記第1号 

工事請負契約基準 工事請負契約基準 

この基準は，工事に関する請負契約の一般的約定事項を定めるも

のである。 

この基準は，工事に関する請負契約の一般的約定事項を定めるも

のである。 

（略） （略） 

（契約の保証） （契約の保証） 

第四 受注者は，この契約の締結と同時に，次の各号のいずれかに掲

げる保証を付さなければならない。ただし，第五号の場合において

は，履行保証保険契約の締結後，直ちにその保険証券を発注者に寄

託しなければならない。 

第四 受注者は，この契約の締結と同時に，次の各号のいずれかに掲

げる保証を付さなければならない。ただし，第五号の場合において

は，履行保証保険契約の締結後，直ちにその保険証券を発注者に寄

託しなければならない。 

(1) 契約保証金の納付 (1) 契約保証金の納付 



(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供 (2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供 

(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証

する銀行，発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社（公共

工事の前払金保証事業に関する法律（昭和二十七年法律第百八十四

号）第二条第四項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。）の

保証 

(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証

する銀行，発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社（公共

工事の前払金保証事業に関する法律（昭和二十七年法律第百八十四

号）第二条第四項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。）の

保証 

(4) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券に

よる保証 

(4) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券に

よる保証 

(5) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履

行保証保険契約の締結 

(5) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履

行保証保険契約の締結 

2 受注者は，前項の規定による保険証券の寄託に代えて，電子情報

処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法

（以下「電磁的方法」という。）であって，当該履行保証保険契約

の相手方が定め，発注者が認めた措置を講ずることができる。この

場合において，受注者は，当該保険証券を寄託したものとみなす。

（新設） 

 

3 第一項の保証に係る契約保証金の額，保証金額又は保険金額（第

八項において「保証の額」という。）は，請負代金額の十分の一以

上としなければならない。 

2 前項の保証に係る契約保証金の額，保証金額又は保険金額（第七

項において「保証の額」という。）は，請負代金額の十分の一以上

としなければならない。 

4 受注者が第一項第三号から第五号までのいずれかに掲げる保証を

付す場合は，当該保証は第五十四第三項各号に規定する者による契

約の解除の場合についても保証するものでなければならない。 

3 受注者が第一項第三号から第五号までのいずれかに掲げる保証を

付す場合は，当該保証は第五十四第三項各号に規定する者による契

約の解除の場合についても保証するものでなければならない。 

5 受注者は，第一項の規定にかかわらず，発注者が特に必要がある

と認めるときは，この契約の締結と同時に，この契約による債務の

履行を保証する公共工事履行保証証券による保証（引き渡した目的

物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの（以下「契

約不適合」という。）である場合において当該契約不適合を保証す

る特約を付したものに限る。）を付さなければならない。 

4 受注者は，第一項の規定にかかわらず，発注者が特に必要がある

と認めるときは，この契約の締結と同時に，この契約による債務の

履行を保証する公共工事履行保証証券による保証（引き渡した目的

物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの（以下「契

約不適合」という。）である場合において当該契約不適合を保証す

る特約を付したものに限る。）を付さなければならない。 



6 前項の規定により受注者が付す保証は，第五十四第三項各号に規

定する契約の解除による場合についても保証するものでなければ

ならない。 

5 前項の規定により受注者が付す保証は，第五十四第三項各号に規

定する契約の解除による場合についても保証するものでなければ

ならない。 

7 第五項の場合において，保証金額は，請負代金額の十分の三以上

としなければならない。 

6 第四項の場合において，保証金額は，請負代金額の十分の三以上

としなければならない。 

8 請負代金額の変更があった場合には，第一項の場合においては，

保証の額が変更後の請負代金額の十分の一に達するまで，第五項の

場合においては，保証の額が変更後の請負代金額の十分の三に達す

るまで，発注者は，保証の額の増額を請求することができ，受注者

は，保証の額の減額を請求することができる。 

7 請負代金額の変更があった場合には，第一項の場合においては，

保証の額が変更後の請負代金額の十分の一に達するまで，第四項の

場合においては，保証の額が変更後の請負代金額の十分の三に達す

るまで，発注者は，保証の額の増額を請求することができ，受注者

は，保証の額の減額を請求することができる。 

9 受注者が，第一項第二号又は第三号に掲げる保証を付したときは，

当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものと

し，同項第四号若しくは第五号又は第四項に掲げる保証を付したと

きは，契約保証金の納付を免除する。 

8 受注者が，第一項第二号又は第三号に掲げる保証を付したときは，

当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものと

し，同項第四号若しくは第五号又は第四項に掲げる保証を付したと

きは，契約保証金の納付を免除する。 

（略） （略） 

（不可抗力による損害） （不可抗力による損害） 

第三十 工事目的物の引渡し前に，天災等（設計図書で基準を定めた

ものにあっては，当該基準を超えるものに限る。）であって，発注

者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの（以下「不

可抗力」という。）により，工事目的物，仮設物又は工事現場に搬

入済みの工事材料若しくは建設機械器具（以下「工事目的物等」と

いう。）に損害が生じたときは，受注者は，その事実の発生後直ち

にその状況を発注者に通知しなければならない。 

第三十 工事目的物の引渡し前に，天災等（設計図書で基準を定めた

ものにあっては，当該基準を超えるものに限る。）であって，発注

者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの（以下「不

可抗力」という。）により，工事目的物，仮設物又は工事現場に搬

入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは，受

注者は，その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなけれ

ばならない。 

2 発注者は，前項の規定による通知を受けたときは，直ちに調査を

行い，同項の損害（受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったこと

に基づくもの及び第五十八第一項の規定により付された保険等に

よりてん補された部分を除く。以下第三十において同じ。）の状況

を確認し，その結果を受注者に通知しなければならない。 

2 発注者は，前項の規定による通知を受けたときは，直ちに調査を

行い，同項の損害（受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったこと

に基づくもの及び第五十八第一項の規定により付された保険等に

よりてん補された部分を除く。以下第三十において同じ。）の状況

を確認し，その結果を受注者に通知しなければならない。 



3 受注者は，前項の規定により損害の状況が確認されたときは，損

害による費用の負担を発注者に請求することができる。 

3 受注者は，前項の規定により損害の状況が確認されたときは，損

害による費用の負担を発注者に請求することができる。 

4 発注者は，前項の規定により受注者から損害による費用の負担の

請求があったときは，当該損害の額（工事目的物等であって第十三

第二項，第十四第一項若しくは第二項又は第三十八第三項の規定に

よる検査，立会いその他受注者の工事に関する記録等により確認す

ることができるものに係る損害の額に限る。）及び当該損害の取片

付けに要する費用の額の合計額（以下「損害合計額」という。）の

うち請負代金額の百分の一を超える額を負担しなければならない。

ただし，災害応急対策又は災害復旧に関する工事における損害につ

いては，発注者が損害合計額を負担するものとする。 

4 発注者は，前項の規定により受注者から損害による費用の負担の

請求があったときは，当該損害の額（工事目的物，仮設物又は工事

現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具であって第十三

第二項，第十四第一項若しくは第二項又は第三十八第三項の規定に

よる検査，立会いその他受注者の工事に関する記録等により確認す

ることができるものに係る額に限る。）及び当該損害の取片付けに

要する費用の額の合計額（以下「損害合計額」という。）のうち請

負代金額の百分の一を超える額を負担しなければならない。 

5 損害の額は，次の各号に掲げる損害につき，それぞれ当該各号に

定めるところにより算定する。 

5 損害の額は，次の各号に掲げる損害につき，それぞれ当該各号に

定めるところにより算定する。 

(1) 工事目的物に関する損害 (1) 工事目的物に関する損害 

損害を受けた工事目的物に相応する請負代金額とし，残存価値がある

場合にはその評価額を差し引いた額とする。 

損害を受けた工事目的物に相応，する請負代金額とし，残存価値があ

る場合にはその評価額を差し引いた額とする。 

(2) 工事材料に関する損害 (2) 工事材料に関する損害 

損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負

代金額とし，残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額と

する。 

損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負

代金額とし，残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額と

する。 

(3) 仮設物又は建設機械器具に関する損害 (3) 仮設物又は建設機械器具に関する損害 

損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるもの

について，当該工事で償却することとしている償却費の額から損害

を受けた時点における出来形部分に相応する償却費の額を差し引

いた額とする。ただし，修繕によりその機能を回復することができ，

かつ，修繕費の額が上記の額より少額であるものについては，その

修繕費の額とする。 

損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるもの

について，当該工事で償却することとしている償却費の額から損害

を受けた時点における出来形部分に相応する償却費の額を差し引

いた額とする。ただし，修繕によりその機能を回復することができ，

かつ，修繕費の額が上記の額より少額であるものについては，その

修繕費の額とする。 

6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における 6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における



第二次以降の不可抗力による損害合計額の負担については，第四項

中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と，「当該損害

の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要す

る費用の額の累計」と，「請負代金額の百分の一を超える額」とあ

るのは「請負代金額の百分の一を超える額から既に負担した額を差

し引いた額」と，「損害合計額を」とあるのは「損害合計額から既

に負担した額を差し引いた額を」として同項を適用する。 

第二次以降の不可抗力による損害合計額の負担については，第四項

中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と，「当該損害

の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要す

る費用の額の累計」と，「請負代金額の百分の一を超える額」とあ

るのは「請負代金額の百分の一を超える額から既に負担した額を差

し引いた額」として同項を適用する。 

（略） （略） 

（前金払） （前金払） 

第三十五 旭川医科大学建設工事等に係る前払金等支払い細則によ

り，受注者は，保証事業会社と，契約書記載の工事完成の時期を保

証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第二条第五

項に規定する保証契約（以下「保証契約」という。）を締結し，そ

の保証証書を発注者に寄託して，請負代金額の十分の四以内の前払

金の支払を工事請負代金前払金請求書により発注者に請求するこ

とができる。 

第三十五 旭川医科大学建設工事等に係る前払金等支払い細則によ

り，受注者は，保証事業会社と，契約書記載の工事完成の時期を保

証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第二条第五

項に規定する保証契約（以下「保証契約」という。）を締結し，そ

の保証証書を発注者に寄託して，請負代金額の十分の四以内の前払

金の支払を工事請負代金前払金請求書により発注者に請求するこ

とができる。 

2 受注者は，前項の規定による保証証書の寄託に代えて，電磁的方

法であって，当該保証契約の相手方たる保証事業会社が定め，発注

者が認めた措置を講ずることができる。この場合において，受注者

は，当該保証証書を寄託したものとみなす。（新設） 

 

3 発注者は，第一項の規定による請求があったときは，請求を受け

た日から十四日以内に前払金を支払わなければならない。 

2 発注者は，前項の規定による請求があったときは，請求を受けた

日から十四日以内に前払金を支払わなければならない。 

4 受注者は，第一項の規定により前払金の支払を受けた後，保証事

業会社と中間前払金に関し，契約書記載の工事完成の時期を保証期

限とする保証契約を締結し，その保証証書を発注者に寄託して，請

負代金額の十分の二以内の中間前払金の支払を発注者に請求するこ

とができる。この場合においては，前項の規定を準用する。 

3 受注者は，第一項の規定により前払金の支払を受けた後，保証事

業会社と中間前払金に関し，契約書記載の工事完成の時期を保証期

限とする保証契約を締結し，その保証証書を発注者に寄託して，請

負代金額の十分の二以内の中間前払金の支払を発注者に請求するこ

とができる。この場合においては，前項の規定を準用する。 

5 受注者は，前項の中間前払金の支払を請求しようとするときは，

あらかじめ，発注者又は発注者の指定する者の中間前金払に係る認

4 受注者は，前項の中間前払金の支払を請求しようとするときは，

あらかじめ，発注者又は発注者の指定する者の中間前金払に係る認



定を受けなければならない。この場合において，発注者又は発注者

の指定する者は，受注者の請求があったときは，直ちに認定を行い，

当該認定の結果を受注者に通知しなければならない。 

定を受けなければならない。この場合において，発注者又は発注者

の指定する者は，受注者の請求があったときは，直ちに認定を行い，

当該認定の結果を受注者に通知しなければならない。 

6 受注者は，請負代金額が著しく増額された場合においては，その

増額後の請負代金額の十分の四（第四項の規定により中間前払金の

支払を受けているときは十分の六）から受領済みの前払金額（中間

前払金の支払を受けているときは，中間前払金額を含む。以下同じ。）

を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金（中間前払金の支払

を受けているときは，中間前払金を含む。以下第三十七まで，第四

十一及び第五十三において同じ。）の支払を請求することができる。

この場合においては，第三項の規定を準用する。 

5 受注者は，請負代金額が著しく増額された場合においては，その

増額後の請負代金額の十分の四（第三項の規定により中間前払金の

支払を受けているときは十分の六）から受領済みの前払金額（中間

前払金の支払を受けているときは，中間前払金額を含む。以下同じ。）

を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金（中間前払金の支払

を受けているときは，中間前払金を含む。以下第三十七まで，第四

十一及び第五十三において同じ。）の支払を請求することができる。

この場合においては，第二項の規定を準用する。 

7 受注者は，請負代金額が著しく減額された場合において，受領済

みの前払金額が減額後の請負代金額の十分の五（第四項の規定によ

り中間前払金の支払を受けているときは十分の六）を超えるときは，

受注者は，請負代金額が減額された日から三十日以内に，その超過

額を返還しなければならない。ただし，本項の期間内に第三十八又

は第三十九の規定による支払をしようとするときは，発注者は，そ

の支払額の中からその超過額を控除することができる。 

6 受注者は，請負代金額が著しく減額された場合において，受領済

みの前払金額が減額後の請負代金額の十分の五（第三項の規定によ

り中間前払金の支払を受けているときは十分の六）を超えるときは，

受注者は，請負代金額が減額された日から三十日以内に，その超過

額を返還しなければならない。ただし，本項の期間内に第三十八又

は第三十九の規定による支払をしようとするときは，発注者は，そ

の支払額の中からその超過額を控除することができる。 

8 前項の期間内で前払金の超過額を返還する前に更に請負代金額を

増額した場合において，増額後の請負代金額が減額前の請負代金額

以上の額であるときは，受注者は，その超過額を返還しないものと

し，増額後の請負代金額が減額前の請負代金額未満の額であるとき

は，受注者は，受領済みの前払金の額からその増額後の請負代金額

の十分の五（第四項の規定により中間前払金の支払を受けていると

きは十分の六）の額を差し引いた額を返還しなければならない。 

7 前項の期間内で前払金の超過額を返還する前に更に請負代金額を

増額した場合において，増額後の請負代金額が減額前の請負代金額

以上の額であるときは，受注者は，その超過額を返還しないものと

し，増額後の請負代金額が減額前の請負代金額未満の額であるとき

は，受注者は，受領済みの前払金の額からその増額後の請負代金額

の十分の五（第三項の規定により中間前払金の支払を受けていると

きは十分の六）の額を差し引いた額を返還しなければならない。 

9 発注者は，受注者が第七項の期間内に超過額を返還しなかったと

きは，その未返還額につき，同項の期間を経過した日から返還をす

る日までの期間について，その日数に応じ，年三パーセントの割合

で計算した額の遅延利息の支払を請求することができる。 

8 発注者は，受注者が第六項の期間内に超過額を返還しなかったと

きは，その未返還額につき，同項の期間を経過した日から返還をす

る日までの期間について，その日数に応じ，年三パーセントの割合

で計算した額の遅延利息の支払を請求することができる。 



（保証契約の変更） （保証契約の変更） 

第三十六 受注者は，第三十五第六項の規定により受領済みの前払金

に追加してさらに前払金の支払を請求する場合には，あらかじめ，

保証契約を変更し，変更後の保証証書を発注者に寄託しなければな

らない。 

第三十六 受注者は，第三十五第五項の規定により受領済みの前払金

に追加してさらに前払金の支払を請求する場合には，あらかじめ，

保証契約を変更し，変更後の保証証書を発注者に寄託しなければな

らない。 

2 受注者は，前項に定める場合のほか，請負代金額が減額された場

合において，保証契約を変更したときは，変更後の保証証書を直ち

に発注者に寄託しなければならない。 

2 受注者は，前項に定める場合のほか，請負代金額が減額された場

合において，保証契約を変更したときは，変更後の保証証書を直ち

に発注者に寄託しなければならない。 

3 受注者は，第一項又は第二項の規定による保証証書の寄託に代え

て，電磁的方法であって，当該保証契約の相手方たる保証事業会社

が定め，発注者が認めた措置を講ずることができる。この場合にお

いて，受注者は，当該保証証書を寄託したものとみなす。（新設） 

 

4 受注者は，前払金額の変更を伴わない工期の変更が行われた場合

には，発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するもの

とする。 

3 受注者は，前払金額の変更を伴わない工期の変更が行われた場合

には，発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するもの

とする。 

（略） （略） 

（国庫債務負担行為に係る契約の前金払の特則） （国庫債務負担行為に係る契約の前金払の特則） 

第四十一 国庫債務負担行為に係る契約の前金払及び中間前金払に

ついては，第三十五中「契約書記載の工事完成の時期」とあるのは

「契約書記載の工事完成の時期（最終の会計年度以外の会計年度に

あっては，各会計年度末）」と，第三十五及び第三十六中「請負代

金額」とあるのは「当該会計年度の出来高予定額（前会計年度末に

おける第三十八第一項の請負代金相当額（以下第四十一及び第四十

二において「請負代金相当額」という。）が前会計年度までの出来

高予定額を超えた場合において，当該会計年度の当初に部分払をし

たときは，当該超過額を控除した額）」と読み替えて，これらの規

定を準用する。ただし，この契約を締結した会計年度（以下「契約

会計年度」という。）以外の会計年度においては，受注者は，予算

の執行が可能となる時期以前に前払金及び中間前払金の支払を請

第四十一 国庫債務負担行為に係る契約の前金払については，第三十

五中「契約書記載の工事完成の時期」とあるのは「契約書記載の工

事完成の時期（最終の会計年度以外の会計年度にあっては，各会計

年度末）」と，第三十五及び第三十六中「請負代金額」とあるのは

「当該会計年度の出来高予定額（前会計年度末における第三十八第

一項の請負代金相当額（以下第四十一及び第四十二において「請負

代金相当額」という。）が前会計年度までの出来高予定額を超えた

場合において，当該会計年度の当初に部分払をしたときは，当該超

過額を控除した額）」と読み替えて，これらの規定を準用する。た

だし，この契約を締結した会計年度（以下「契約会計年度」という。）

以外の会計年度においては，受注者は，予算の執行が可能となる時

期以前に前払金の支払を請求することはできない。 



求することはできない。 

2 前項の場合において，契約会計年度について前払金及び中間前払

金を支払わない旨が設計図書に定められているときには，同項の規

定より準用される第三十五第一項及び第四項の規定にかかわらず，

受注者は，契約会計年度について前払金及び中間前払金の支払を請

求することができない。 

2 前項の場合において，契約会計年度について前払金を支払わない

旨が設計図書に定められているときには，同項の規定より準用され

る第三十五第一項の規定にかかわらず，受注者は，契約会計年度に

ついて前払金の支払を請求することができない。 

3 第一項の場合において，契約会計年度に翌会計年度分の前払金及

び中間前払金を含めて支払う旨が設計図書に定められているとき

には，同項の規定により準用される第三十五第一項の規定にかかわ

らず，受注者は，契約会計年度に翌会計年度に支払うべき前払金相

当分及び中間前払金相当分を含めて前払金及び中間前払金の支払

を請求することができる。 

3 第一項の場合において，契約会計年度に翌会計年度分の前払金を

含めて支払う旨が設計図書に定められているときには，同項の規定

により準用される第三十五第一項の規定にかかわらず，受注者は，

契約会計年度に翌会計年度に支払うべき前払金相当分を含めて前

払金の支払を請求することができる。 

4 第一項の場合において，前会計年度末における請負代金相当額が

前会計年度までの出来高予定額に達しないときには，同項の規定に

より準用される第三十五第一項の規定にかかわらず，受注者は，請

負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達するまで当該

会計年度の前払金及び中間前払金の支払を請求することができな

い。 

4 第一項の場合において，前会計年度末における請負代金相当額が

前会計年度までの出来高予定額に達しないときには，同項の規定に

より準用される第三十五第一項の規定にかかわらず，受注者は，請

負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達するまで当該

会計年度の前払金の支払を請求することができない。 

5 第一項の場合において，前会計年度末における請負代金相当額が

前会計年度までの出来高予定額に達しないときには，その額が当該

出来高予定額に達するまで前払金及び中間前払金の保証期限を延長

するものとする。この場合においては，第三十六第四項の規定を準

用する。 

5 第一項の場合において，前会計年度末における請負代金相当額

が前会計年度までの出来高予定額に達しないときには，その額が当

該出来高予定額に達するまで前払金の保証期限を延長するものと

する。この場合においては，第三十六第三項の規定を準用する。 

（略） （略） 

（情報通信の技術を利用する方法）（新設）  

第六十二 この基準において書面により行わなければならないこと

とされている催告，請求，通知，報告，申出，承諾，解除及び指示

は，建設業法その他の法令に違反しない限りにおいて，電磁的方法

を用いて行うことができる。ただし，当該方法は書面の交付に準ず

 



るものでなければならない。（新設） 

（補則） （補則） 

第六十三 この契約基準に定めのない事項は，必要に応じて発注者と

受注者とが協議して定める。 

第六十二 この契約基準に定めのない事項は，必要に応じて発注者と

受注者とが協議して定める。 

  

【改正理由】  

 令和4年4月1日施行及び令和5年4月1日施行の公共工事標準請負

契約約款の改正に伴い，所要の改正を行うもの。 

 

  

 


